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資 料３ 

よろず支援拠点の次年度以降の進め方（案） 

 

平成２９年３月１４日 

中 小 企 業 庁 

Ⅰ．よろず支援拠点について 

よろず支援拠点は、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」の一

環として、平成２６年６月に様々な経営課題にワンストップで対応する相談窓口

として各都道府県に設置した。よろず支援拠点の顔として、中心的な役割を担う

「チーフコーディネーター」（経済産業局が公募の上で指名。）、個々の経営相談に

対応する「コーディネーター」、経済産業局がよろず支援拠点の運営を委託する「実

施機関」（都道府県の中小企業支援センター等が受託。）によって運営されている。 

また、中小企業庁が委託する「よろず支援拠点全国本部」（（独）中小企業基盤

整備機構が受託。以下「全国本部」という。）が、よろず支援拠点の能力向上や相

談対応のサポート等を行っている。 

このような実施体制のもと、創設以降の相談対応件数は、売上拡大や経営改善・

事業再生を中心に約４９万件（平成２９年１月時点）に達し、利用者の満足度も

高く、他の支援機関が中小企業者に対してよろず支援拠点の紹介をするなど、地

域の支援機関の一つとして浸透しつつある。 

 

 

 

 

  

【よろず支援拠点の活動実績（平成２７年度実績）】 
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【よろず支援拠点を紹介した機関】【訪問方法】

●金融機関、商工会・商工会議所からの紹介が多い。

※本年4月～8月によろず支援拠点を利用した事業者を対象。回答率29.6%（5,897者／19,879者）
【よろず支援拠点を利用した事業者に対するアンケート結果】 
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Ⅱ．中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会における審議 

平成２８年１１月以降、中小企業支援機関の在り方について検討を行うため、

中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会（以下「分科会」という。）を計４回

開催し、この中で、よろず支援拠点の今後の在り方について審議を行ってきた。 

本分科会では、よろず支援拠点の取組を評価する意見が多かった一方で、他の

支援機関との連携や能力の向上に関する意見も出されたところである。また、分

科会における意見のほか、単なる施策紹介など他の支援機関でも解決可能な課題

対応を積極的に行うよろず支援拠点が存在する、チーフコーディネーターと実施

機関が上手く連携できず、効果的な運営ができないよろず支援拠点も存在する、

といった声もある。 

 

 

＜よろず支援拠点に関する分科会での主な意見＞ 

【現在の取組に対する評価】 

①色々な課題はあるが、相談件数からみてもかなり支持されている。 

②随分話を聞いてくれたし、高度な支援をしてくれた。だから満足度が高いのだ

と思う。 

③専門家も派遣してくれるし、間違いなく効果があり、相談に訪れた事業者も納

得しているはず。 

【役割・課題】 

①個々の支援機関だけで解決困難な課題については、他の支援機関との連携が大

事。 

②今後は、量だけではなく、質的なレベルを向上させることが重要。 

③質のバラツキをなくし、全国的にある程度の水準のサービスを提供していくこ

とが必要。 

【評価の在り方】 

①件数だけの評価は作られた件数が横行する。ベストプラクティスを出して、そ

の中身を検証し、評価をすべき。 

②事例を審査し、選ばれたものに対して賞をあげるような取組が重要。 
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Ⅲ．次年度以降のよろず支援拠点の進め方 

各地域には、よろず支援拠点のほか、商工会や商工会議所、金融機関など様々

な支援機関が存在している。中小企業の抱える様々な経営課題を解決に導くため

には、地域の支援機関がそれぞれの得意分野を活かし、その能力を伸ばしつつ、

全体として最高水準の経営支援を行っていくことが必要であり、その実現に向け

た審議を分科会で実施してきている。 

こうした中、よろず支援拠点については、分科会で出された意見等にもあると

おり、これまでの取組を評価する声も一方で、改善すべき点も存在する。全体と

して最高水準の経営支援を実現するため、その一翼を担うよろず支援拠点につい

て、次年度以降は下記のような運営を行うこととする（※）。 

  ※ 冒頭に記載したとおり、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」の一環と

して運営するものであり、平成２８年１２月２２日に閣議決定した平成２９年度当初予算案

が国会で可決・成立することが前提となる。 

１．よろず支援拠点のミッションの明確化 

よろず支援拠点は、創設当初から、いわゆる「専門医」かつ「総合医」として

の役割を期待されてきた。しかしながら、他の支援機関でも解決可能と思われる

課題対応を積極的に行う拠点も存在するなど、よろず支援拠点としてのミッショ

ンが不明確な状況のまま現在に至っていることが考えられる。 

  そのため、よろず支援拠点のミッションを以下のとおり明確化する。 

（１）専門性の高い経営アドバイス 

売上拡大などの経営課題の解決に向け、専門性の高い高度な提案を行う。なお、

「よろず」支援拠点である以上は、他の支援機関で解決可能な経営相談について

も、事業者から相談を受けた場合には対応をする。 

 

（２）課題解決のための総合調整 

  他の支援機関との連携をしっかりと強化し、以下のような取組を行う。 

 ①相談内容に応じた適切な支援機関の紹介 

 ②経営課題に対応した支援機関による相互連携のコーディネート 

 ③他の支援機関による経営支援の実態を踏まえ、その足らざる点を補い、地域全

体として最高水準の支援を実現 

 

（３）他の支援機関に対する支援ノウハウの共有 

  経営課題の解決に必要な提案方法やこれまでの支援事例など、よろず支援拠点

の運営によって蓄積された支援ノウハウを他の支援機関に共有する。 

 

（４）その他の事業 

  よろず支援拠点の広報強化など、地域の実情も勘案しつつ、中小企業の経営支

援に必要な取組を行う。 
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２．新たなＰＤＣＡの確立 

  国の事業として実施する以上、全国の中小企業に対して同水準の経営支援を提

供することが必要であるが、各よろず支援拠点間で質のバラツキが存在するとい

う意見もある。また、評価が相談対応件数に偏っている、他の支援機関との連携

や役割分担が充分ではないという意見もある。これらは、よろず支援拠点による

相談対応の在るべき姿が不明確であり、また、評価における相談対応件数のウェ

イトが高いといったことが考えられる。 

  そのため、以下の取組を通じて、より客観的で透明な評価を含む質の向上に資

するＰＤＣＡを確立する。 

 ①相談対応のあるべき姿を明確にするため、高水準の実績を挙げる者の対応に基

づく行動指針を策定する。 

 ②評価においては、この行動指針を活用し、数字に現れないパフォーマンス評価

も追加する。なお、従来の数値目標の評価も引き続き必要であり、そのバラン

スに留意することが必要である。 

 ③他の支援機関による支援実態やよろず支援拠点に対する期待等の把握のため、

他の支援機関の声を聴き、それを事業計画の策定と評価に反映する。なお、地

域によって内容に偏りが生じることも考えられるため、反映の仕方は地域の実

情を踏まえ、各拠点と全国本部で相談の上で判断する。 

 

 

【よろず支援拠点の新たなＰＤＣＡ】 

 

 

 

各拠点の次年度
予算額に反映

必要な拠点に対す
る研修等

地域の中小企業や
中小企業支援の実
状・ニーズを分析

期 初

②各拠点において事
業計画を策定。

③相談対応件数等の
活動指標に係る数値
目標を設定。

期 中

①各拠点は、事業計
画に基づき、行動
指針に従い、事業
を遂行。

④拠点人材の能力向
上のため、全国・ブロッ
ク研修やＯＪＴ研修
を実施。

②全国本部の専門家が
各拠点に対し助言・
フォロー。必要な場合
には更に踏み込んだ
対応。

期 末

以下の点を総合的に
勘案して評価。

①相談対応件数等の
活動指標の実績

②顧客満足度調査・支
援機関による評価の
結果

③各拠点に対するヒアリ
ング（数字に現れな
い取組を聴取）④①の方針等も踏まえ

た重点分野及び当該
分野の数値目標を設
定。 行動指針に照らし、

パフォーマンスを評価

①国が行動指針と活
動方針を提示。

※事業計画等は前期の期末
面談で受けたコメントを反
映。

③全国本部アドバイザ
リーボードは②の状況
報告を受け、専門家
に対して助言。

※赤字・下線部は新たに
取り入れる対応
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３．関係者の役割分担の明確化 

  よろず支援拠点は、チーフコーディネーターと実施機関によって成り立ってお

り、その他全国本部や経済産業局なども存在する中で事業運営を行っている。よ

ろず支援拠点の円滑な運営を確保するため、以下のとおり、よろず支援拠点のチ

ーフコーディネーター等の関係者が担うプレイヤー又はマネージャーとしての役

割を再整理する。 

（１）チーフコーディネーターの役割【主に経営相談対応】 

 ①経営相談に対する高い水準での対応 

 ②コーディネーターの業務管理等 

 ③コーディネーター等の支援人材の育成 

④実施機関と協力して行う他の支援機関との良好な関係の構築とこれらの支援機

関と連携した相談対応 

 

（２）実施機関の役割【主に拠点のマネジメント】 

①よろず支援拠点の運営管理やチーフコーディネーターのバックアップなどよろ

ず支援拠点の運営のサポート 

②よろず支援拠点と他の支援機関との良好な関係の構築 

③他の支援機関に対するアンケートやヒアリング 

 

（３）経済産業局の役割【主にマネジメントのサポート】 

 ①チーフコーディネーターと実施機関による良好な関係の維持に必要な調整など

よろず支援拠点の運営を行う上での全体的な調整 

 ②実施機関のサポート 

 

（４）全国本部の役割【相談対応のサポートと制度全体の管理】 

 ①研修、事例集、実績取りまとめ、アンケート等 

 ②専門家によるよろず支援拠点への助言等 

 ③よろず支援拠点事業の評価 

 

 

【主にマネジメントのサポート】

①拠点運営を行う上での全体調整
②実施機関のサポート

よろず支援拠点

チーフコーディネーター（経産局が指名）
コーディネーター

契約
全国本部

（中小機構）

助言等

評価

【相談対応のサポートと制度全体の管理】

①研修、事例集、実績取りまとめ、アンケート等
②専門家による拠点への助言等
③よろず支援拠点事業の評価

【主に拠点のマネジメント】

①拠点の運営管理
②他の支援機関との良好な関係の構築
③他の支援機関に対するアンケートやヒアリング

実施機関
（中小企業支援センター等）

【主に経営相談対応】

①高水準の相談対応
②コーディネーターの業務管理等
③コーディネーター等の支援人材の育成
④他の支援機関との連携した相談対応

委託
（経産局）

国

経産局

委託
（中企庁）
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＜参考１＞行動指針のイメージ 

 

  高水準の実績を挙げる者に対するインタビュー等を実施し、例えば以下のよう

な項目毎にチーフコーディネーターがとるべき行動を定める（あくまで目指すべ

き姿であり、支援マニュアルのようなものにならないよう留意。）。 

  ※ 現時点のイメージであり、具体的には上記のとおりインタビュー等をした上で今後定める。 

 

１．プレイヤーとしての行動指針（必要に応じて売上拡大や経営改善などそれぞれ

に対応した指針を策定） 

経営相談における以下のような局面ごとにとるべき行動を定める。 

  ①目標と課題の定義付け 

    相談事業者の実態把握と真の問題を明らかにするため、例えば、徹底した

ヒアリング、各種データの分析を行い、当初の相談目的とは異なる本音の目

的や本質的な経営課題を探る。 

  ②支援計画の立案 

例えば、課題解決に必要な専門能力の見極めて適切なコーディネーターや

外部専門家、連携する支援機関の選定を行う、支援プランを策定する（対応

者や連携先、スケジュールや導くべき成果、留意事項を盛り込む）、支援先

の代表者にしっかりと説明する。 

  ③支援の実行 

    例えば、関係者間でしっかりとミーティングを行う、着手する課題の順序

を提案する、新たな課題が見えた場合に必要に応じて他の支援機関につなぐ。 

  ④フォローアップ 

    例えば、１ヶ月後に往訪して提案結果の確認や、新たな課題の発生につい

て確認する。 

 

２．マネージャーとしての行動指針（コーディネーターの業務管理等） 

（１）例えば、コーディネーターに対して、自らの本業への利益誘導を行わない、

民業の圧迫と採られる活動は行わない、といった公的支援機関の相談員という

意識を浸透させるよう指導する。 

（２）例えば、コーディネーターの出勤可能日、専門性等を勘案して、各コーディ

ネーターの出勤日をバランスよく配分する。 

（３）例えば、案件の適切な管理のため、定期的に集まり、相談内容や支援方針等

を共有する、コーディネーターが作成したカルテを確認して必要な指導を行う。 

 

３．他の支援機関との連携に関する行動指針 

（１）よろず支援拠点が地域の支援機関の連携の結節点となるよう、例えば、実施

機関のリードのもと、他の支援機関のニーズの把握と分析等を行う。 

（２）地域の支援機関に支援ノウハウを共有するため、例えば、地域の支援機関を

集めたり、地域の支援機関が集う自治体の会合等を活用して、成功事例の解説

等を行う。 
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＜参考２＞よろず支援拠点の活動方針のイメージ 

 

 次年度におけるよろず支援拠点としてとるべき活動の基本的な方向性を示すもの。

例えば以下のような事項を定めることが考えられる。 

 

○従来は、経済産業局のみによる確認であった事業計画について、今年度は、地域

の支援機関による声や全国本部の指名する者による確認及びコメントも参考にし

て策定すること。 

 

○従来は、相談対応件数を重視した評価を行ってきたが、今年度は質の高い支援サ

ービスの提供を行うべく、行動指針を踏まえた支援活動を行うこと。 

 

○従来は、必ずしも他の支援機関の支援実態を踏まえた相談対応を行ってきたわけ

ではないが、今年度は他の支援機関が対応できない案件について、積極的に対応

すること。 

 

○他の支援機関との連携について、単なる顔合わせ的な会合を持つことにとどまら

ず、商工会や商工会議所、金融機関など他の支援機関の強みと弱みを分析し、効

果的な連携を行うこと。特に今年度は新たな取組の初年度として、例えば、以下

のような取組を重点的に実施すること。 

①再生支援協議会や事業引継ぎ支援センター、知財総合支援窓口など、専門分野

に特化した支援機関と連携し、自ら解決することが困難な案件についてはしっ

かりとつなぐこと。 

②合同で行う出張相談や、一つの案件に対して他の支援機関とチームで支援する

ような連携に加え、他の支援機関同士をコーディネートするような取組も実施

すること。 

③効果的な事例など、これまでに実施した支援ノウハウを他の支援機関に浸透さ

せるための会合等を行うこと。 

 

○相談対応に当たっては、全国本部と密接に連携し、対応が困難な案件については

相談し、助言等を踏まえた対応を行うこと。 

 

○セミナー活動については、（例：ＩＴ、事業承継、人材、信用保証関係）という今

年度の政策的に重要な分野について、重点的に実施すること。 


